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７．支払（建設業法第２４条の５） 

【望ましくない行為事例】 

①請負契約に基づく工事目的物が完成し、引渡し終了後、発注者が受注者に対し、

速やかに請負代金を支払わない場合 

②発注者が、手形期間の長い手形により請負代金の支払を行った場合 

 

 上記①及び②のケースは、いずれも発注者が受注者による建設業法第２４条の５

違反の行為を誘発するおそれがあり、望ましくない。 

 

（１）請負代金の支払時の留意事項 

 

 請負代金については、発注者と受注者の合意により交わされた請負契約に基

づいて適正に支払われなければならない。請負代金の支払方法については、原

則として当事者間の取り決めにより自由に定めることができるが、本来は工事

目的物の引渡しと請負代金の支払は同時履行の関係に立つものであり、民間約

款等においても、その旨が規定されている。また、発注者から受注者への支払

は、元請下請間の支払に大きな影響を及ぼすことから、尐なくとも引渡し終了

後できるだけ速やかに適正な支払を行うように定めることが求められる。 

 更に、実際には、特に長期工事の場合等、工事完成まで支払がなされないと、

受注者及び下請負人の工事に必要な資金が不足するおそれがあるため、民間工

事標準請負契約約款の規定に沿って前払金制度あるいは部分払制度（いわゆる

出来高払制度）を活用するなど、迅速かつ適正な支払を行うことが望ましい。 

 

 

（２）目的物の引渡しを受けた場合には、できるだけ速やかに支払を行うこと 

 

 発注者は、請負契約に基づく目的物の引渡しを受けた場合、受注者に対し、

請負契約において取り決められた請負代金の額を、できるだけ速やかに支払う

ことが望ましい。 

 建設業法第２４条の５では、受注者が特定建設業者であり下請負人が資本金

４，０００万円未満の一般建設業者である場合、下請契約における下請代金の

支払期日は、下請負人が引渡の申出を行った日から起算して５０日以内と規定

している。これは、発注者から受注者に工事代金の支払があるか否かにかかわ

らず適用される規定であるが、発注者の支払期日によっては建設業法に定めた

元請下請間の支払に実質的な影響を与えかねないことから、発注者は、これら

の元請下請間の下請代金の支払に関する規定も考慮し、できるだけ速やかに支
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払を行うことが望ましい。 

国が発注する公共工事においては、政府契約の支払遅延防止等に関する法律

（昭和２４年法律第２５６号）に、検査、支払の時期が規定されており、同法

に従って支払が行われている。国以外の公共発注者においても、それぞれが定

めた検査や支払についての規則に従って行われているが、受注者からの工事完

了の通知の速やかな受理や検査の適切な実施を含め、迅速な支払の確保に努め

るべきである。 

 

（３）長期手形を交付しない 

 

 建設業法第２４条の５第３項では、受注者が特定建設業者であり下請負人が

資本金４，０００万円未満の一般建設業者である場合、下請代金の支払に当た

って一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形

（例えば、手形期間が１２０日超の長期手形）を交付してはならないとされて

いる。 

 発注者から受注者への支払方法は、元請下請間の支払に実質的な影響を与え

かねないことから、発注者は、受注者に対する請負代金を手形で支払う場合に

も、同条の趣旨を踏まえ、長期手形を交付することがないようにすることが望

ましい。 
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